
日常生活圏域、地域包括支援センター名称及び担当地域について 

 

 

【変更前】（下線は変更地域、点線は一部変更地域） 

 

【変更後】  

 

  

圏域 名称 担当地域 

東部 東部地域包括支援センター 
上の原、神宝町、金山町、氷川台、大門町、 

東本町、新川町、浅間町、小山 

中部 中部地域包括支援センター 
学園町、ひばりが丘団地、本町、幸町、中央町、 

南沢、前沢１～３丁目、南町 

西部 西部地域包括支援センター 
前沢４～５丁目、滝山、下里、柳窪、野火止、 

八幡町、弥生 

圏域 名称 担当地域 

東部 東部地域包括支援センター 
上の原、神宝町、金山町、氷川台、大門町、 

東本町、新川町、浅間町 

北部 北部地域包括支援センター 
本町、小山、幸町、下里１・７丁目、野火止、 

八幡町 

中部 中部地域包括支援センター 
学園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢、 

前沢１～3丁目、南町 

西部 西部地域包括支援センター 
前沢４～５丁目、滝山、下里２～６丁目、柳窪、 

弥生 

北部地域包括支援センター 

 

 

東部地域包括支援センター 

西部地域包括支援センター 

 

中部地域包括支援センター 

令 和 8 年 2 月 2 6 日 

第 6 回介護保険運営協議会 

参 考 資 料 １ 


